
五島市監査委員公表第２４号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和５年９月の例月財務監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により、別紙

のとおり公表する。 

 

令和５年１２月２２日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 

 



1/3 

 

５五監５７１号   

令和５年１２月２２日   

   

五島市議会議長 木 口 利 光 様 

五島市長 野 口 市太郎 様 

五島市教育委員会教育長 村 上 富 憲 様 

五島市農業委員会会長 上 村 孝 幸 様 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 

五島市監査委員 荒 尾 正 登      

 

令和５年度例月財務監査結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和５年９月分例月出納検査に併せて例月財務監査を実施したので、同条第９項の規定に

よりその結果に関する報告を次のとおり提出します。 

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、講じた措置の状況について、令

和６年６月２２日までに本職に通知ください。 

記 

令和５年度例月財務監査結果報告書（令和５年９月会計伝票監査分） 

第１ 監査の基準 

この監査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 監査の種類 

例月財務監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査） 

第３ 監査の対象 

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和５年９月分の収入

及び支出に関する会計伝票 

第４ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしているかを主眼において実施した。 

第５ 監査の主な実施内容 

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、

効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。 

第６ 監査の実施場所及び日程 

１ 監査の期間  令和５年１０月１３日から同年１２月１３日まで 
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２ 実施場所   監査委員事務局等 

 (1) 実地監査 

ア 実施場所 市民生活部市民課執務室 

イ 日  程 令和５年１２月１日 

 (2) 事情聴取 

ア 実施場所 市役所１階相談室３ 

イ 日  程 令和５年１２月１日 

 (3) 講評会 

ア 実施場所 市役所２階Ｂ会議室 

イ 日  程 令和５年１２月１３日 

第７ 監査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、

監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最

大の効果を挙げるようにしていることが認められた。 

１ 指摘事項 

(1) 浄富苑使用料の不適正な会計処理について 

市民生活部市民課（以下「市民課」という。）の職員Ａは、令和５年７月３０日（日

曜日）に市役所本庁守衛室に届出があった死亡届、埋火葬許可書、異動届及び浄富

苑使用料１０，０００円（以下「本件使用料」といい、以下これらを「届出書等」

と総称する。）が封入されている封筒を、同月３１日（月曜日）の午前８時１５分に

守衛室で警備員から受け取った。 

市役所本庁が閉庁しているときは、守衛室の警備員が届出書等の有無を確認した

後、「時間外・休日戸籍受付簿」に押印し、案件ごとに封入する扱いとなっている。 

職員Ａは、市民課窓口の自席に着席して警備員から受け取った封筒を開封し、届

出書等の有無を確認して、「時間外・休日戸籍受付簿」に押印した。そして、窓口業

務に従事するため、受け取った死亡届に関する業務（以下「本件死亡届の業務」と

いう。）を中断し、届出書等及び封筒をクリアファイルに入れ、自席の机の上に置い

た。 

その後、職員Ａは、窓口業務の合間に本件死亡届の業務を再開し、死亡届及び埋

火葬許可書を確認のうえ、死亡届及び作成した住民異動届をクリアファイルに入れ

て住民基本台帳担当者に渡した。また、本件死亡届の業務で不要となった異動届及

び封筒はシュレッダーで裁断し、埋火葬許可書は埋火葬許可台帳に綴った。なお、

市民課は、同日の午後５時３０分に、レジスターによってレシートに印字された額

とレジスターに入金された額が一致していたため、収納した現金の確認を終えてい

る。 

令和５年８月１日、市民課は、火葬場の使用料の調定処理を行う際、埋火葬許可



3/3 

 

台帳に綴られた埋火葬許可書と収納金額が一致するのを確認した。 

令和５年９月１９日、市民課は、市民生活部生活環境課から火葬場の使用件数等

と調定額及び収納金額とが一致していないとの指摘を受けたため、埋火葬許可台帳

を確認したところ、本件使用料についての調定処理（以下「本件調定処理」という。）

がなされておらず、本件使用料が未納となっており、亡失していることが発覚した。 

令和５年９月２９日、市民課は、本件調定処理を同年８月１日付けで行い、職員

Ｂは、同年１０月３１日に、未納になっている本件使用料相当額を自費により納付

している。 

本件使用料については、本件調定処理の際に埋火葬許可書を確認しているにもか

かわらず、再交付分等と使用料が納付された旨がレジスターによって印字されてい

ないものとの区別がないため、本件使用料の亡失が覚知されていなかったので、埋

火葬許可書に、再交付分等であるものはその旨を記載すべきである。また、収納し

た金額と埋火葬許可書の突合は、火葬場の使用料を収納した当日に行うべきである。 

ところで、五島市公金取扱マニュアル（会計課作成・令和３年１０月１４日更新

版）の１０項には、各課等において「公金取扱いマニュアル」を作成する旨記載さ

れているところ、市民課は、当該マニュアルを作成していない。窓口における公金

の取扱いについては、他の窓口業務と並行して行う場面があることから、市民課の

「公金取扱いマニュアル」等を整備するとともに、公金の亡失等がないよう組織内

で管理体制を再点検し、複数の職員が関与する方策を講じるなど、適正な収納管理

を行われたい。 

なお、市民課が本件使用料の亡失の原因を究明できなかったため、職員Ｂが自費

により本件使用料相当額を納付し、本件調定処理を行った収入科目「使用料及び手

数料」に収入しているが、当該納付された金銭は債務者（浄富苑の使用者）が納付

したものではないから、市は、収入した本件使用料相当額を職員Ｂに返還すべきで

ある。 

（市民生活部市民課） 


